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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下記（１）及び（２）の条件を満たすカルボン酸と多価アルコールとの完全エステルを
含有することを特徴とする二酸化炭素冷媒用冷凍機油用基油。
（１）前記カルボン酸に占める炭素数１４～２２の分岐鎖型脂肪酸の割合ＭＡ１（単位：
モル％）と、前記カルボン酸に占める炭素数５～１２の脂肪酸の割合ＭＢ（単位：モル％
）の合計ＭＡ１＋ＭＢが７８．２～８７．２モル％である。
（２）前記カルボン酸に占める炭素数１４～２２の分岐鎖型脂肪酸の割合ＭＡ１（単位：
モル％）と、前記カルボン酸に占める炭素数５～１２の脂肪酸の割合ＭＢ（単位：モル％
）との比ＭＡ１／ＭＢが４０／６０～９９．９／０．１である。
【請求項２】
　前記多価アルコールが４～６個の水酸基を有することを特徴とする、請求項１に記載の
二酸化炭素冷媒用冷凍機油用基油。
【請求項３】
　前記炭素数１４～２２の分岐鎖型脂肪酸に占める炭素数１６～１８の分岐鎖型脂肪酸の
割合が７０～１００モル％であることを特徴とする、請求項１又は２に記載の二酸化炭素
冷媒用冷凍機油用基油。
【請求項４】
　前記炭素数１４～２２の分岐鎖型脂肪酸に占める炭素数１８の分岐鎖型脂肪酸の割合が
６０～１００モル％であり、前記カルボン酸に占める炭素数１８の分岐鎖型脂肪酸の割合
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ＭＡ２（単位：モル％）と、前記カルボン酸に占める炭素数５～１２の脂肪酸の割合ＭＢ

（単位：モル％）との比ＭＡ２／ＭＢが５０／５０～９９．９／０．１であることを特徴
とする、請求項１～３のいずれか１項に記載の二酸化炭素冷媒用冷凍機油用基油。
【請求項５】
　１３Ｃ－ＮＭＲ分析法により得られる、前記カルボン酸の構成炭素に占める３級炭素の
割合が２質量％以上であることを特徴とする、請求項１～４のいずれか１項に記載の二酸
化炭素冷媒用冷凍機油用基油。
【請求項６】
　４０℃における動粘度が８０ｍｍ２／ｓ以上であることを特徴とする、請求項１～５の
いずれか１項に記載の二酸化炭素冷媒用冷凍機油用基油。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれか１項に記載の二酸化炭素冷媒用冷凍機油用基油を含有すること
を特徴とする二酸化炭素冷媒用冷凍機油。
【請求項８】
　下記（１）及び（２）の条件を満たすカルボン酸と多価アルコールとの完全エステルを
含有することを特徴とする二酸化炭素冷媒用冷凍機油。
（１）前記カルボン酸に占める炭素数１４～２２の分岐鎖型脂肪酸の割合ＭＡ１（単位：
モル％）と、前記カルボン酸に占める炭素数５～１２の脂肪酸の割合ＭＢ（単位：モル％
）の合計ＭＡ１＋ＭＢが７８．２～８７．２モル％である。
（２）前記カルボン酸に占める炭素数１４～２２の分岐鎖型脂肪酸の割合ＭＡ１（単位：
モル％）と、前記カルボン酸に占める炭素数５～１２の脂肪酸の割合ＭＢ（単位：モル％
）との比ＭＡ１／ＭＢが４０／６０～９９．９／０．１である。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、二酸化炭素（炭酸ガス、ＣＯ２）冷媒が用いられる冷凍空調機器に使用され
る冷凍機油及び該冷凍機油に使用される基油に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年のオゾン層破壊の問題から、従来冷凍機器の冷媒として使用されてきたＣＦＣ（ク
ロロフルオロカーボン）及びＨＣＦＣ（ハイドロクロロフルオロカーボン）が規制の対象
となり、これらに代わってＨＦＣ（ハイドロフルオロカーボン）が冷媒として使用されつ
つある。しかしながら、このようなＨＦＣ冷媒においても、地球温暖化能が高いなどの問
題があり、これらのフロン系冷媒に代わる代替冷媒として自然系冷媒の使用が検討されて
いる。中でも二酸化炭素冷媒は環境に対して無害であり安全性の点で優れている上、オイ
ルや機械材料との適合性や入手性のなどの利点を有しており、従来から冷凍機などの冷媒
として使用されてきたものである。また近年、開放型圧縮機あるいは密閉型電動圧縮機を
用いたカーエアコン用の冷媒として、その適用が検討されている。
【０００３】
　二酸化炭素冷媒用の冷凍機油としては、下記特許文献１に、エステル系基油を含有する
冷凍機油が開示されている。
【特許文献１】特開２０００－１０４０８４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、上記従来のエステル系基油を用いた従来の冷凍機油の場合、二酸化炭素冷媒の
共存下での潤滑性が必ずしも十分とはいえないため、二酸化炭素に対する相溶性は良好で
あるが、二酸化炭素の溶解時の粘度（以下、場合により「溶解粘度」という。）の低下が
大きく、冷凍機器の潤滑に必要な粘度を十分に保持することができない。
【０００５】
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　なお、冷凍機油の潤滑性を維持する方法としては、基油の粘度を高くして油膜厚さを保
持することが考えられるが、この方法では、高粘度基油を使用することによるハンドリン
グ性の低下や攪拌効率の低下などが問題となる。
【０００６】
　本発明は、このような実情に鑑みてなされたものであり、二酸化炭素冷媒と共に用いた
場合に、安定性及び電気絶縁性に優れ、かつ冷媒との適度な相溶性を有し、さらに基油の
粘度を増加せずとも十分な潤滑性を示す二酸化炭素冷媒用冷凍機油用基油及び二酸化炭素
冷媒用冷凍機油を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明者らは、上記目的を達成するために、まず、上記課題の中でも特に達成が困難で
あると考えられる二酸化炭素冷媒の共存下でのエステル系冷凍機油の潤滑性の改善につい
て検討した。その結果、かかる潤滑性は単に基油を高粘度化したり溶解粘度の低下を抑制
したりしただけでは必ずしも十分に改善されないこと、及び、カルボン酸と多価アルコー
ルとのエステルにおけるカルボン酸組成が二酸化炭素冷媒の共存下での潤滑性についての
重要な決定因子であることが判明した。そして、かかる知見に基づいて更に検討を重ねた
結果、本発明者らは、エステルの構成カルボン酸として特定のカルボン酸組成を有するカ
ルボン酸を、構成アルコールとして多価アルコールを、それぞれ用いることによって上記
課題が解決されることを見出し、本発明を完成するに至った。
【０００８】
　すなわち、本発明は、下記（１）及び（２）の条件を満たすカルボン酸と多価アルコー
ルとの完全エステル（以下、「本発明にかかるポリオールエステル」ともいう。）を含有
することを特徴とする二酸化炭素冷媒用冷凍機油用基油（以下、「本発明の基油」ともい
う。）を提供する。
（１）前記カルボン酸に占める炭素数１４～２２の分岐鎖型脂肪酸の割合ＭＡ１（単位：
モル％）と、前記カルボン酸に占める炭素数５～１２の脂肪酸の割合ＭＢ（単位：モル％
）の合計ＭＡ１＋ＭＢが７８．２～８７．２モル％である。
（２）前記カルボン酸に占める炭素数１４～２２の分岐鎖型脂肪酸の割合ＭＡ１（単位：
モル％）と、前記カルボン酸に占める炭素数５～１２の脂肪酸の割合ＭＢ（単位：モル％
）との比ＭＡ１／ＭＢが４０／６０～９９．９／０．１である。
【０００９】
　本発明にかかるポリオールエステルにおいては、その構成アルコールである多価アルコ
ールが４～６個の水酸基を有することが好ましい。
【００１０】
　また、本発明にかかるポリオールエステルを構成するカルボン酸（以下、「構成カルボ
ン酸」ともいう。）中、炭素数１４～２２の分岐鎖型脂肪酸に占める炭素数１６～１８の
分岐鎖型脂肪酸の割合が７０～１００モル％であることが好ましい。
【００１１】
　また、本発明にかかるポリオールエステルの構成カルボン酸中、炭素数１４～２２の分
岐鎖型脂肪酸に占める炭素数１８の分岐鎖型脂肪酸の割合が６０～１００モル％であり、
構成カルボン酸に占める炭素数１８の分岐鎖型脂肪酸の割合ＭＡ２（単位：モル％）と、
構成カルボン酸に占める炭素数５～１２の脂肪酸の割合ＭＢ（単位：モル％）との比ＭＡ

２／ＭＢが５０／５０～９９．９／０．１であることが好ましい。
【００１２】
　また、本発明の基油においては、１３Ｃ－ＮＭＲ分析法により得られる、完全エステル
（本発明にかかるポリオールエステル）を構成するカルボン酸の構成炭素に占める３級炭
素の割合が２質量％以上であることが好ましい。
【００１３】
　また、本発明の基油の４０℃における動粘度は８０ｍｍ２／ｓ以上であることが好まし
い。
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【００１４】
　また、本発明は、上記本発明の基油を含有することを特徴とする二酸化炭素冷媒用冷凍
機油（以下、「本発明の冷凍機油」ともいう。）を提供する。
【００１５】
　本発明の冷凍機油は、上記（１）及び（２）の条件を満たすカルボン酸と多価アルコー
ルとの完全エステル（本発明にかかるポリオールエステル）を含有することを特徴として
もよい。
【発明の効果】
【００１６】
　以上の通り、本発明によれば、二酸化炭素冷媒と共に用いた場合に、安定性及び電気絶
縁性に優れ、かつ冷媒との適度な相溶性を有し、さらに基油の粘度を増加せずとも十分な
潤滑性を示す二酸化炭素冷媒用冷凍機油用基油及び二酸化炭素冷媒用冷凍機油を提供する
ことが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、本発明の好適な実施形態について詳細に説明する。
【００１８】
　本発明の基油及び本発明の冷凍機油の物性、これらに含まれる本発明にかかるポリオー
ルエステル、本発明にかかるポリオールエステル以外の基油及び添加剤の具体的態様及び
好適態様並びにそれらの配合形態は共通する。そこで、以下では、特に断らない限り、本
発明の冷凍機油についての説明は、本発明の冷凍機油を本発明の基油に置き換えてもその
まま成立する。
【００１９】
　なお、本発明の冷凍機油は、本発明の基油を含有することで、本発明にかかるポリオー
ルエステルを含有するが、本発明の冷凍機油が本発明にかかるポリオールエステル以外の
成分を含有するものである場合には、予め当該成分を含有する本発明の基油を用いて本発
明の冷凍機油を調製してもよく、あるいは、当該成分を本発明の基油とは別に添加して本
発明の冷凍機油を調製してもよい。例えば、本発明の冷凍機油は本発明にかかるポリオー
ルエステル以外の基油を含有する場合があるが、本発明にかかるポリオールエステル以外
の基油は、予め本発明の基油に含有させておいてもよく、あるいは、本発明の冷凍機油の
調製の際に本発明にかかるポリオールエステルを含有しない基油（以下、便宜的に「第２
の基油」ともいう。）として別途添加してもよい。同様に、本発明の冷凍機油は各種添加
剤を含有することができるが、当該添加剤は、予め本発明の基油又は第２の基油に含有さ
せておいてもよく、あるいは、本発明の冷凍機油の調製の際に本発明の冷凍機油又は第２
の基油とは別に添加してもよい。さらに、本発明の基油及び本発明の冷凍機油において、
本発明にかかるポリオールエステル以外の成分が、本発明の基油、第２の基油又は添加剤
のいずれに由来するものであるかについては特に制限されない。
【００２０】
　本発明にかかるポリオールエステルは、下記（１）及び（２）の条件を満たすカルボン
酸と多価アルコールとの完全エステルである。
（１）前記カルボン酸に占める炭素数１４～２２の分岐鎖型脂肪酸の割合ＭＡ１（単位：
モル％）と、前記カルボン酸に占める炭素数５～１２の脂肪酸の割合ＭＢ（単位：モル％
）の合計ＭＡ１＋ＭＢが９０～１００モル％である。
（２）前記カルボン酸に占める炭素数１４～２２の分岐鎖型脂肪酸の割合ＭＡ１（単位：
モル％）と、前記カルボン酸に占める炭素数５～１２の脂肪酸の割合ＭＢ（単位：モル％
）との比ＭＡ１／ＭＢが４０／６０～９９．９／０．１である。
【００２１】
　上記（１）に関し、ＭＡ１＋ＭＢは、二酸化炭素冷媒の共存下での流動性及び潤滑性を
好適に確保する観点から、前述の通り９０～１００モル％であることが必要であり、好ま
しくは９５～１００モル％、より好ましくは９８～１００モル％である。
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【００２２】
　また、上記（２）に関し、ＭＡ１／ＭＢは、前述の通り４０／６０～９９．９／０．１
であることが必要であり、好ましくは５０／５０～９９．９／０．１、より好ましくは６
０／４０～９９．９／０．１である。ＭＡ１／ＭＢが４０／６０未満であると二酸化炭素
冷媒の共存下での潤滑性が不十分となり、また、９９．９／０．１を超えると二酸化炭素
冷媒の共存下での流動性が不十分となる。
【００２３】
　ここで、二酸化炭素冷媒の共存下での流動性と潤滑性とをより高水準で両立できること
から、炭素数１４～２２の分岐鎖型脂肪酸に占める炭素数１６～１８の分岐鎖型脂肪酸の
割合は、好ましくは７０～１００モル％であり、より好ましくは８０～１００モル％であ
り、更に好ましくは９０～１００モル％である。更にこの場合、構成カルボン酸に占める
炭素数１６～１８の分岐鎖型脂肪酸の割合ＭＡ３（単位：モル％）と、構成カルボン酸に
占める炭素数５～１２の脂肪酸の割合ＭＢ（単位：モル％）との比ＭＡ３／ＭＢは、好ま
しくは４０／６０～９９．９／０．１であり、より好ましくは５０／５０～９９．９／０
．１、更に好ましくは６０／４０～９９．９／０．１である。ＭＡ３／ＭＢが４０／６０
未満であると二酸化炭素冷媒の共存下での潤滑性が不十分となる傾向にあり、また、９９
．９／０．１を超えると冷媒相溶性が不十分となる傾向にある。
【００２４】
　また、二酸化炭素冷媒の共存下での流動性と潤滑性とをより高水準で両立できることか
ら、前記炭素数１４～２２の分岐鎖型脂肪酸に占める炭素数１８の分岐鎖型脂肪酸の割合
は、好ましくは６０～１００モル％であり、より好ましくは７０～１００モル％であり、
更に好ましくは８０～１００モル％であり、特に好ましくは９０～１００モル％である。
更にこの場合、構成カルボン酸に占める炭素数１８の分岐鎖型脂肪酸の割合ＭＡ２（単位
：モル％）と、構成カルボン酸に占める炭素数５～１２の脂肪酸の割合ＭＢ（単位：モル
％）との比ＭＡ２／ＭＢは、好ましくは５０／５０～９９．９／０．１であり、より好ま
しくは６０／４０～９９．９／０．１、更に好ましくは７０／３０～９９．９／０．１で
ある。ＭＡ２／ＭＢが５０／５０未満であると二酸化炭素冷媒の共存下での潤滑性が不十
分となる傾向にあり、また、９９．９／０．１を超えると二酸化炭素冷媒の共存下での流
動性が不十分となる傾向にある。
【００２５】
　炭素数１４～２２の分岐鎖型脂肪酸としては、好ましくは分岐鎖型テトラデカン酸、分
岐鎖型ペンタデカン酸、分岐鎖型ヘキサデカン酸、分岐鎖型ヘプタデカン酸、分岐鎖型オ
クタデカン酸、分岐鎖型ノナデカン酸、分岐鎖型イコサン酸、分岐鎖型ヘンイコサン酸、
分岐鎖型ドコサン酸であり；より好ましくは分岐鎖型テトラデカン酸、分岐鎖型ヘキサデ
カン酸、分岐鎖型オクタデカン酸、分岐鎖型イコサン酸であり；更に好ましくは分岐鎖型
テトラデカン酸、分岐鎖型ヘキサデカン酸、分岐鎖型オクタデカン酸である。
【００２６】
　また、炭素数５～１２の脂肪酸としては、好ましくは直鎖型又は分岐鎖型ペンタン酸、
直鎖型又は分岐鎖型ヘキサン酸、直鎖型又は分岐鎖型ヘプタン酸、直鎖型又は分岐鎖型オ
クタン酸、直鎖型又は分岐鎖型ノナン酸、直鎖型又は分岐鎖型デカン酸、直鎖型又は分岐
鎖型ウンデカン酸、直鎖型又は分岐鎖型ドデカン酸であり；より好ましくは直鎖型ペンタ
ン酸、直鎖型ヘプタン酸、直鎖型又は分岐鎖型オクタン酸、直鎖型又は分岐鎖型ノナン酸
、直鎖型デカン酸又は直鎖型ドデカン酸であり；さらに好ましくは直鎖型ヘプタン酸、直
鎖型又は分岐鎖型オクタン酸、直鎖型又は分岐鎖型ノナン酸である。
【００２７】
　本発明にかかるポリオールエステルの構成カルボン酸は、上記（１）及び（２）の条件
を満たす限りにおいて、炭素数１４～２２の分岐鎖型脂肪酸及び炭素数５～１２の脂肪酸
以外のカルボン酸を含んでいてもよい。炭素数１４～２２の分岐鎖型脂肪酸及び炭素数５
～１２の脂肪酸以外のカルボン酸としては、例えば、炭素数１４～２２の直鎖型脂肪酸及
び炭素数２３又は２４の直鎖型又は分岐鎖型脂肪酸、更には芳香族モノカルボン酸等が挙
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げられる。本発明にかかるポリオールエステルの構成カルボン酸としては、１価カルボン
酸が好ましい。
【００２８】
　本発明にかかるポリオールエステルにおいては、その構成カルボン酸の構成炭素に占め
る３級炭素の割合が２質量％以上であることが好ましく、２～１５質量％であることがよ
り好ましく、２．５～１２質量％であることがさらに好ましい。上記３級炭素の割合は１

３Ｃ－ＮＭＲ分析法により、全炭素の共鳴スペクトルの積分値に対する３級炭素の共鳴ス
ペクトルの積分値の割合として求めることができる。
【００２９】
　また、本発明にかかるポリオールエステルを構成する多価アルコールとしては、水酸基
を２～６個有する多価アルコールが好ましく用いられる。二酸化炭素冷媒の共存下で非常
に高水準の潤滑性を得る観点からは、水酸基を４～６個有する多価アルコールを用いるこ
とが好ましい。また、エネルギー効率等の観点から、二酸化炭素冷媒用冷凍機油の低粘度
化が求められる場合があるが、本発明にかかるポリオールエステルを構成する多価アルコ
ールとして水酸基を２個又は３個有する多価アルコールを用いると、二酸化炭素冷媒の共
存下での潤滑性と低粘度化とを高水準で両立することができる。
【００３０】
　４～６価の多価アルコールとしては、具体的には例えば、ジ－（トリメチロールプロパ
ン）、トリ－（トリメチロールプロパン）、ペンタエリスリトール、ジ－（ペンタエリス
リトール）、トリ－（ペンタエリスリトール）、ポリグリセリン（グリセリンの２～３量
体）、ソルビトール、ソルビタン、ソルビトールグリセリン縮合物、アドニトール、アラ
ビトール、キシリトール、マンニトールなどの多価アルコール、キシロース、アラビノー
ス、リボース、ラムノース、グルコース、フルクトース、ガラクトース、マンノース、ソ
ルボース、セロビオースなどが挙げられる。これらの中でも、ジ－（トリメチロールプロ
パン）、トリ－（トリメチロールプロパン）、ペンタエリスリトール、ジ－（ペンタエリ
スリトール）、トリ－（ペンタエリスリトール）などのヒンダードアルコールが好ましい
。
【００３１】
　本発明にかかるポリオールエステルとしては、より加水分解安定性に優れることから、
ジ－（トリメチロールプロパン）、トリ－（トリメチロールプロパン）、ペンタエリスリ
トール、ジ－（ペンタエリスリトール）、トリ－（ペンタエリスリトール）などのヒンダ
ードアルコールの完全エステルがより好ましく、冷媒との相溶性及び加水分解安定性に特
に優れることからペンタエリスリトール及びジ－（ペンタエリスリトール）の完全エステ
ルが最も好ましい。
【００３２】
　本発明にかかるポリオールエステルは、単一の構造のポリオールエステルの１種からな
るものであっても良く、構造の異なる２種以上のポリオールエステルの混合物であっても
良い。
【００３３】
　また、本発明にかかるポリオールエステルは、１種のカルボン酸と１種の多価アルコー
ルとの完全エステル、２種以上のカルボン酸と１種の多価アルコールとの完全エステル、
１種のカルボン酸と２種以上の多価アルコールとの完全エステル、２種以上のカルボン酸
と２種以上の多価アルコールとの完全エステルのいずれであってもよい。２種以上のカル
ボン酸を用いたポリオールエステル、特に完全エステル分子中に２種以上のカルボン酸を
含んで構成される本発明にかかるポリオールエステルは、低温特性や冷媒との相溶性に優
れる。
【００３４】
　なお、本発明にかかるポリオールエステルは多価アルコールの全ての水酸基がエステル
化された完全エステルであるが、本発明の基油及び本発明の冷凍機油のそれぞれは、本発
明にかかるポリオールエステルによる優れた効果が損なわれない限りにおいて、上記（１
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）及び（２）の条件を満たすカルボン酸と多価アルコールとの部分エステルを含有しても
よい。
【００３５】
　ここで、部分エステルとは、多価アルコールの水酸基の一部がエステル化されずに水酸
基のまま残っているポリオールエステルを意味する。前記の部分エステルは、本発明にか
かるポリオールエステルを合成する際に副生成物としても存在する。合成して得られた本
発明にかかるポリオールエステルの純度は、合成物の水酸基価で規定され、水酸基価が２
０ｍｇＫＯＨ／ｇ以下が好ましく、１０ｍｇＫＯＨ／ｇ以下がより好ましく、５ｍｇＫＯ
Ｈ／ｇ以下がさらに好ましい。
【００３６】
　本発明にかかるポリオールエステルの４０℃における動粘度は、このポリオールエステ
ルで二酸化炭素冷媒用の冷凍機油を構成した場合に適度な潤滑性を付与する観点から、好
ましくは８０ｍｍ２／ｓ以上であり、より好ましくは８０～１０００ｍｍ２／ｓ、更に好
ましくは８０～５００ｍｍ２／ｓ、一層好ましくは８０～４００ｍｍ２／ｓ、特に好まし
くは１００～３００ｍｍ２／ｓ、最も好ましくは１００～２００ｍｍ２／ｓである。
【００３７】
　本発明の基油及び本発明の冷凍機油は、本発明にかかるポリオールエステルのみからな
るものであってもよいが、当該ポリオールエステル以外の基油をさらに含有してもよい。
本発明にかかるポリオールエステル以外の基油としては、鉱油、オレフィン重合体、ナフ
タレン化合物、アルキルベンゼン等の炭化水素系油、並びに本発明にかかるポリオールエ
ステル以外のエステル系基油（モノエステル、アルキル芳香族エステル等）、ポリグリコ
ール、ポリビニルエーテル、ケトン、ポリフェニルエーテル、シリコーン、ポリシロキサ
ン、パーフルオロエーテルなどの酸素を含有する合成油を併用して用いても良い。酸素を
含有する合成油としては、上記の中でも本発明にかかるポリオールエステル以外のエステ
ル系基油、ポリグリコール、ポリビニルエーテルが好ましく用いられる。
【００３８】
　本発明の冷凍機油において、本発明にかかるポリオールエステルの含有量は特に制限さ
れないが、潤滑性、冷媒相溶性、熱・化学安定性、電気絶縁性等の各種性能により優れる
点から、冷凍機油全量基準で、８０質量％以上が好ましく、９０質量％以上がより好まし
く、９５質量％以上がさらに好ましく、１００質量％が特に好ましい。また、本発明の基
油における本発明にかかるポリオールエステルの含有量は、当該基油を冷凍機油に用いた
場合に本発明にかかるポリオールエステルの冷凍機油全量を基準とした含有量が上記条件
を満たすように選定することが好ましい。
【００３９】
　また、本発明の冷凍機油は、本発明の基油を含有するものであり、該基油には本発明に
かかるポリオールエステルが含まれるため添加剤未添加の状態でも好適に用いることがで
きるが、必要に応じて各種添加剤を配合した形で使用することもできる。
【００４０】
　本発明の冷凍機油の耐摩耗性、耐荷重性をさらに改良するために、リン酸エステル、酸
性リン酸エステル、チオリン酸エステル、酸性リン酸エステルのアミン塩、塩素化リン酸
エステル及び亜リン酸エステルからなる群より選ばれる少なくとも１種のリン化合物を配
合することができる。これらのリン化合物は、リン酸又は亜リン酸とアルカノール、ポリ
エーテル型アルコールとのエステルあるいはその誘導体である。
【００４１】
　具体的には例えば、リン酸エステルとしては、トリブチルホスフェート、トリペンチル
ホスフェート、トリヘキシルホスフェート、トリヘプチルホスフェート、トリオクチルホ
スフェート、トリノニルホスフェート、トリデシルホスフェート、トリウンデシルホスフ
ェート、トリドデシルホスフェート、トリトリデシルホスフェート、トリテトラデシルホ
スフェート、トリペンタデシルホスフェート、トリヘキサデシルホスフェート、トリヘプ
タデシルホスフェート、トリオクタデシルホスフェート、トリオレイルホスフェート、ト
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リフェニルホスフェート、トリクレジルホスフェート、トリキシレニルホスフェート、ク
レジルジフェニルホスフェート、キシレニルジフェニルホスフェートなどが挙げられる。
【００４２】
　酸性リン酸エステルとしては、モノブチルアシッドホスフェート、モノペンチルアシッ
ドホスフェート、モノヘキシルアシッドホスフェート、モノヘプチルアシッドホスフェー
ト、モノオクチルアシッドホスフェート、モノノニルアシッドホスフェート、モノデシル
アシッドホスフェート、モノウンデシルアシッドホスフェート、モノドデシルアシッドホ
スフェート、モノトリデシルアシッドホスフェート、モノテトラデシルアシッドホスフェ
ート、モノペンタデシルアシッドホスフェート、モノヘキサデシルアシッドホスフェート
、モノヘプタデシルアシッドホスフェート、モノオクタデシルアシッドホスフェート、モ
ノオレイルアシッドホスフェート、ジブチルアシッドホスフェート、ジペンチルアシッド
ホスフェート、ジヘキシルアシッドホスフェート、ジヘプチルアシッドホスフェート、ジ
オクチルアシッドホスフェート、ジノニルアシッドホスフェート、ジデシルアシッドホス
フェート、ジウンデシルアシッドホスフェート、ジドデシルアシッドホスフェート、ジト
リデシルアシッドホスフェート、ジテトラデシルアシッドホスフェート、ジペンタデシル
アシッドホスフェート、ジヘキサデシルアシッドホスフェート、ジヘプタデシルアシッド
ホスフェート、ジオクタデシルアシッドホスフェート、ジオレイルアシッドホスフェート
などが挙げられる。
【００４３】
　チオリン酸エステルとしては、トリブチルホスフォロチオネート、トリペンチルホスフ
ォロチオネート、トリヘキシルホスフォロチオネート、トリヘプチルホスフォロチオネー
ト、トリオクチルホスフォロチオネート、トリノニルホスフォロチオネート、トリデシル
ホスフォロチオネート、トリウンデシルホスフォロチオネート、トリドデシルホスフォロ
チオネート、トリトリデシルホスフォロチオネート、トリテトラデシルホスフォロチオネ
ート、トリペンタデシルホスフォロチオネート、トリヘキサデシルホスフォロチオネート
、トリヘプタデシルホスフォロチオネート、トリオクタデシルホスフォロチオネート、ト
リオレイルホスフォロチオネート、トリフェニルホスフォロチオネート、トリクレジルホ
スフォロチオネート、トリキシレニルホスフォロチオネート、クレジルジフェニルホスフ
ォロチオネート、キシレニルジフェニルホスフォロチオネートなどが挙げられる。
【００４４】
　酸性リン酸エステルのアミン塩としては、前記酸性リン酸エステルのメチルアミン、エ
チルアミン、プロピルアミン、ブチルアミン、ペンチルアミン、ヘキシルアミン、ヘプチ
ルアミン、オクチルアミン、ジメチルアミン、ジエチルアミン、ジプロピルアミン、ジブ
チルアミン、ジペンチルアミン、ジヘキシルアミン、ジヘプチルアミン、ジオクチルアミ
ン、トリメチルアミン、トリエチルアミン、トリプロピルアミン、トリブチルアミン、ト
リペンチルアミン、トリヘキシルアミン、トリヘプチルアミン、トリオクチルアミンなど
のアミンとの塩が挙げられる。
【００４５】
　塩素化リン酸エステルとしては、トリス・ジクロロプロピルホスフェート、トリス・ク
ロロエチルホスフェート、トリス・クロロフェニルホスフェート、ポリオキシアルキレン
・ビス［ジ（クロロアルキル）］ホスフェートなどが挙げられる。亜リン酸エステルとし
ては、ジブチルホスファイト、ジペンチルホスファイト、ジヘキシルホスファイト、ジヘ
プチルホスファイト、ジオクチルホスファイト、ジノニルホスファイト、ジデシルホスフ
ァイト、ジウンデシルホスファイト、ジドデシルホスファイト、ジオレイルホスファイト
、ジフェニルホスファイト、ジクレジルホスファイト、トリブチルホスファイト、トリペ
ンチルホスファイト、トリヘキシルホスファイト、トリヘプチルホスファイト、トリオク
チルホスファイト、トリノニルホスファイト、トリデシルホスファイト、トリウンデシル
ホスファイト、トリドデシルホスファイト、トリオレイルホスファイト、トリフェニルホ
スファイト、トリクレジルホスファイトなどが挙げられる。また、これらの混合物も使用
できる。
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【００４６】
　本発明の冷凍機油が上記リン化合物を含有する場合、リン化合物の含有量は特に制限さ
れないが、冷凍機油全量基準（基油と全配合添加剤の合計量基準）で、０．０１～５．０
質量％であることが好ましく、０．０２～３．０質量％であることがより好ましい。なお
、上記リン化合物は１種を単独で用いてもよく、２種以上を併用してもよい。
【００４７】
　また、本発明の冷凍機油は、その安定性をさらに改良するために、フェニルグリシジル
エーテル型エポキシ化合物、アルキルグリシジルエーテル型エポキシ化合物、グリシジル
エステル型エポキシ化合物、アリルオキシラン化合物、アルキルオキシラン化合物、脂環
式エポキシ化合物、エポキシ化脂肪酸モノエステル及びエポキシ化植物油から選ばれる少
なくとも１種のエポキシ化合物を含有することができる。
【００４８】
　フェニルグリシジルエーテル型エポキシ化合物としては、具体的には、フェニルグリシ
ジルエーテル又はアルキルフェニルグリシジルエーテルが例示できる。ここでいうアルキ
ルフェニルグリシジルエーテルとは、炭素数１～１３のアルキル基を１～３個有するもの
が挙げられ、中でも炭素数４～１０のアルキル基を１個有するもの、例えばｎ－ブチルフ
ェニルグリシジルエーテル、ｉ－ブチルフェニルグリシジルエーテル、ｓｅｃ－ブチルフ
ェニルグリシジルエーテル、ｔｅｒｔ－ブチルフェニルグリシジルエーテル、ペンチルフ
ェニルグリシジルエーテル、ヘキシルフェニルグリシジルエーテル、ヘプチルフェニルグ
リシジルエーテル、オクチルフェニルグリシジルエーテル、ノニルフェニルグリシジルエ
ーテル、デシルフェニルグリシジルエーテルなどが好ましいものとして例示できる。
【００４９】
　アルキルグリシジルエーテル型エポキシ化合物としては、具体的には、デシルグリシジ
ルエーテル、ウンデシルグリシジルエーテル、ドデシルグリシジルエーテル、トリデシル
グリシジルエーテル、テトラデシルグリシジルエーテル、２－エチルヘキシルグリシジル
エーテル、ネオペンチルグリコールジグリシジルエーテル、トリメチロールプロパントリ
グリシジルエーテル、ペンタエリスリトールテトラグリシジルエーテル、１，６－ヘキサ
ンジオールジグリシジルエーテル、ソルビトールポリグリシジルエーテル、ポリアルキレ
ングリコールモノグリシジルエーテル、ポリアルキレングリコールジグリシジルエーテル
などが例示できる。
【００５０】
　グリシジルエステル型エポキシ化合物としては、具体的には、フェニルグリシジルエス
テル、アルキルグリシジルエステル、アルケニルグリシジルエステルなどが挙げられ、好
ましいものとしては、グリシジル－２，２－ジメチルオクタノエート、グリシジルベンゾ
エート、グリシジルアクリレート、グリシジルメタクリレートなどが例示できる。
【００５１】
　アリルオキシラン化合物としては、具体的には、１，２－エポキシスチレン、アルキル
－１，２－エポキシスチレンなどが例示できる。
【００５２】
　アルキルオキシラン化合物としては、具体的には、１，２－エポキシブタン、１，２－
エポキシペンタン、１，２－エポキシヘキサン、１，２－エポキシヘプタン、１，２－エ
ポキシオクタン、１，２－エポキシノナン、１，２－エポキシデカン、１，２－エポキシ
ウンデカン、１，２－エポキシドデカン、１，２－エポキシトリデカン、１，２－エポキ
シテトラデカン、１，２－エポキシペンタデカン、１，２－エポキシヘキサデカン、１，
２－エポキシヘプタデカン、１，１，２－エポキシオクタデカン、２－エポキシノナデカ
ン、１，２－エポキシイコサンなどが例示できる。
【００５３】
　脂環式エポキシ化合物としては、具体的には、１，２－エポキシシクロヘキサン、１，
２－エポキシシクロペンタン、３，４－エポキシシクロヘキシルメチル－３，４－エポキ
シシクロヘキサンカルボキシレート、ビス（３，４－エポキシシクロヘキシルメチル）ア
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ジペート、エキソ－２，３－エポキシノルボルナン、ビス（３，４－エポキシ－６－メチ
ルシクロヘキシルメチル）アジペート、２－（７－オキサビシクロ［４．１．０］ヘプト
－３－イル）－スピロ（１，３－ジオキサン－５，３’－［７］オキサビシクロ［４．１
．０］ヘプタン、４－（１’－メチルエポキシエチル）－１，２－エポキシ－２－メチル
シクロヘキサン、４－エポキシエチル－１，２－エポキシシクロヘキサンなどが例示でき
る。
【００５４】
　エポキシ化脂肪酸モノエステルとしては、具体的には、エポキシ化された炭素数１２～
２０の脂肪酸と炭素数１～８のアルコール又はフェノール、アルキルフェノールとのエス
テルなどが例示できる。特にエポキシステアリン酸のブチル、ヘキシル、ベンジル、シク
ロヘキシル、メトキシエチル、オクチル、フェニル及びブチルフェニルエステルが好まし
く用いられる。
【００５５】
　エポキシ化植物油としては、具体的には、大豆油、アマニ油、綿実油等の植物油のエポ
キシ化合物などが例示できる。
【００５６】
　これらのエポキシ化合物の中でも好ましいものは、フェニルグリシジルエーテル型エポ
キシ化合物、グリシジルエステル型エポキシ化合物、脂環式エポキシ化合物及びエポキシ
化脂肪酸モノエステルである。中でもフェニルグリシジルエーテル型エポキシ化合物及び
グリシジルエステル型エポキシ化合物がより好ましく、フェニルグリシジルエーテル、ブ
チルフェニルグリシジルエーテル、アルキルグリシジルエステルもしくはこれらの混合物
が特に好ましい。
【００５７】
　本発明の冷凍機油が上記エポキシ化合物を含有する場合、エポキシ化合物の含有量は特
に制限されないが、冷凍機油全量基準で、０．１～５．０質量％であることが好ましく、
０．２～２．０質量％であることがより好ましい。なお、上記エポキシ化合物は、１種を
単独で用いてもよく、２種以上を併用してもよい。
【００５８】
　さらに、本発明の冷凍機油は、その性能をさらに高めるため、必要に応じて従来より公
知の冷凍機油添加剤を含有することができる。かかる添加剤としては、例えばジ－ｔｅｒ
ｔ－ブチル－ｐ－クレゾール、ビスフェノールＡ等のフェノール系の酸化防止剤、フェニ
ル－α－ナフチルアミン、Ｎ，Ｎ－ジ（２－ナフチル）－ｐ－フェニレンジアミン等のア
ミン系の酸化防止剤、ジチオリン酸亜鉛などの摩耗防止剤、塩素化パラフィン、硫黄化合
物等の極圧剤、脂肪酸等の油性剤、シリコーン系等の消泡剤、ベンゾトリアゾール等の金
属不活性化剤、粘度指数向上剤、流動点降下剤、清浄分散剤等が挙げられる。これらの添
加剤は、１種を単独で用いてもよく、２種以上を組み合わせて用いてもよい。これらの添
加剤の含有量は特に制限されないが、冷凍機油全量基準で、好ましくは１０質量％以下、
より好ましくは５質量％以下である。
【００５９】
　本発明の冷凍機油の４０℃における動粘度は、好ましくは８０ｍｍ２／ｓ以上、より好
ましくは８０～１０００ｍｍ２／ｓ、更に好ましくは８０～５００ｍｍ２／ｓ、一層好ま
しくは８０～４００ｍｍ２／ｓ、特に好ましくは１００～３００ｍｍ２／ｓ、最も好まし
くは１００～２００ｍｍ２／ｓである。また、１００℃における動粘度は好ましくは１～
１００ｍｍ２／ｓ、より好ましくは５～５０ｍｍ２／ｓとすることができる。
【００６０】
　また、本発明の冷凍機油の体積抵抗率は特に限定されないが、好ましくは０．０１ＴΩ
・ｃｍ以上、より好ましくは０．１ＴΩ・ｃｍ以上、最も好ましくは１．０ＴΩ・ｃｍ以
上とすることができる。特に、密閉型の冷凍機用に用いる場合には高い電気絶縁性が必要
となる傾向にある。なお、本発明において、体積抵抗率とは、ＪＩＳ　Ｃ　２１０１「電
気絶縁油試験方法」に基づいて測定した２５℃での値を意味する。
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【００６１】
　また、本発明の冷凍機油の水分含有量は特に限定されないが、冷凍機油全量基準で好ま
しくは２００ｐｐｍ以下、より好ましくは１００ｐｐｍ以下、最も好ましくは５０ｐｐｍ
以下とすることができる。特に密閉型の冷凍機用に用いる場合には、油の安定性や電気絶
縁性への影響の観点から、水分含有量が少ないことが求められる。
【００６２】
　また、本発明の冷凍機油の酸価は特に限定されないが、冷凍機又は配管に用いられてい
る金属への腐食を防止するため、及び本発明の冷凍機油に含有されるエステル油の分解を
防止するため、好ましくは０．１ｍｇＫＯＨ／ｇ以下、より好ましくは０．０５ｍｇＫＯ
Ｈ／ｇ以下とすることができる。なお、本発明において、酸価とは、ＪＩＳＫ ２５０１
「石油製品及び潤滑油－中和価試験方法」に基づいて測定した酸価を意味する。
【００６３】
　また、本発明の冷凍機油の灰分は特に限定されないが、本発明の冷凍機油の安定性を高
めスラッジ等の発生を抑制するため、好ましくは１００ｐｐｍ以下、より好ましくは５０
ｐｐｍ以下とすることができる。なお、本発明において、灰分とは、ＪＩＳＫ ２２７２
「原油及び石油製品の灰分並びに硫酸灰分試験方法」に基づいて測定した灰分の値を意味
する。
【００６４】
　本発明の冷凍機油は、二酸化炭素冷媒と共に用いられる場合にその優れた効果を発揮す
るものであるが、使用される冷媒は、二酸化炭素冷媒単独であってもよく、あるいは二酸
化炭素冷媒と他の冷媒との混合冷媒であってもよい。他の冷媒としては、ＨＦＣ冷媒、バ
ーフルオロエーテル類等の含フッ素エーテル系冷媒、ジメチルエーテル、アンモニア、炭
化水素などが挙げられる。
【００６５】
　ＨＦＣ冷媒としては、炭素数１～３、好ましくは１～２のハイドロフルオロカーボンが
挙げられる。具体的には例えば、ジフルオロメタン（ＨＦＣ－３２）、トリフルオロメタ
ン（ＨＦＣ－２３）、ペンタフルオロエタン（ＨＦＣ－１２５）、１，１，２，２－テト
ラフルオロエタン（ＨＦＣ－１３４）、１，１，１，２－テトラフルオロエタン（ＨＦＣ
－１３４ａ）、１，１，１－トリフルオロエタン（ＨＦＣ－１４３ａ）、１，１－ジフル
オロエタン（ＨＦＣ－１５２ａ）などのＨＦＣ、又はこれらの２種以上の混合物などが挙
げられる。これらの冷媒は用途や要求性能に応じて適宜選択されるが、例えばＨＦＣ－３
２単独；ＨＦＣ－２３単独；ＨＦＣ－１３４ａ単独；ＨＦＣ－１２５単独；ＨＦＣ－１３
４ａ／ＨＦＣ－３２＝６０～８０質量％／４０～２０質量％の混合物；ＨＦＣ－３２／Ｈ
ＦＣ－１２５＝４０～７０質量％／６０～３０質量％の混合物；ＨＦＣ－１２５／ＨＦＣ
－１４３ａ＝４０～６０質量％／６０～４０質量％の混合物；ＨＦＣ－１３４ａ／ＨＦＣ
－３２／ＨＦＣ－１２５＝６０質量％／３０質量％／１０質量％の混合物；ＨＦＣ－１３
４ａ／ＨＦＣ－３２／ＨＦＣ－１２５＝４０～７０質量％／１５～３５質量％／５～４０
質量％の混合物；ＨＦＣ－１２５／ＨＦＣ－１３４ａ／ＨＦＣ－１４３ａ＝３５～５５質
量％／１～１５質量％／４０～６０質量％の混合物などが好ましい例として挙げられる。
さらに具体的には、ＨＦＣ－１３４ａ／ＨＦＣ－３２＝７０／３０質量％の混合物；ＨＦ
Ｃ－３２／ＨＦＣ－１２５＝６０／４０質量％の混合物；ＨＦＣ－３２／ＨＦＣ－１２５
＝５０／５０質量％の混合物（Ｒ４１０Ａ）；ＨＦＣ－３２／ＨＦＣ－１２５＝４５／５
５質量％の混合物（Ｒ４１０Ｂ）；ＨＦＣ－１２５／ＨＦＣ－１４３ａ＝５０／５０質量
％の混合物（Ｒ５０７Ｃ）；ＨＦＣ－３２／ＨＦＣ－１２５／ＨＦＣ－１３４ａ＝３０／
１０／６０質量％の混合物；ＨＦＣ－３２／ＨＦＣ－１２５／ＨＦＣ－１３４ａ＝２３／
２５／５２質量％の混合物（Ｒ４０７Ｃ）；ＨＦＣ－３２／ＨＦＣ－１２５／ＨＦＣ－１
３４ａ＝２５／１５／６０質量％の混合物（Ｒ４０７Ｅ）；ＨＦＣ－１２５／ＨＦＣ－１
３４ａ／ＨＦＣ－１４３ａ＝４４／４／５２質量％の混合物（Ｒ４０４Ａ）などが挙げら
れる。
【００６６】
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　含フッ素エーテル系冷媒としては、具体的には、ＨＦＥ－１３４ｐ、ＨＦＥ－２４５ｍ
ｃ、ＨＦＥ－２３６ｍｆ、ＨＦＥ－２３６ｍｅ、ＨＦＥ－３３８ｍｃｆ、ＨＦＥ－３６５
ｍｃｆ、ＨＦＥ－２４５ｍｆ、ＨＦＥ－３４７ｍｍｙ、ＨＦＥ－３４７ｍｃｃ、ＨＦＥ－
１２５、ＨＦＥ－１４３ｍ、ＨＦＥ－２２７ｍｅなどが挙げられる。
【００６７】
　また、炭化水素冷媒としては、２５℃、１気圧で気体のものが好ましく用いられる。具
体的には炭素数１～５、好ましくは１～４のアルカン、シクロアルカン、アルケン又はこ
れらの混合物である。具体的には例えば、メタン、エチレン、エタン、プロピレン、プロ
パン、シクロプロパン、ブタン、イソブタン、シクロブタン、メチルシクロプロパン又は
これらの２種以上の混合物などが挙げられる。これらの中でも、プロパン、ブタン、イソ
ブタン又はこれらの混合物が好ましい。
【００６８】
　二酸化炭素冷媒とＨＦＣ冷媒、含フッ素エーテル系冷媒、ジメチルエーテル、アンモニ
アとの混合比は特に制限されないが、二酸化炭素冷媒と併用する冷媒の合計量は、二酸化
炭素１００質量部に対して、好ましくは１～２００質量部、より好ましくは１０～１００
質量部である。好適な態様としては、二酸化炭素冷媒とハイドロフルオロカーボン及び／
又は炭化水素とを、二酸化炭素１００質量部に対してハイドロフルオロカーボンと炭化水
素の合計量として好ましくは１～２００質量部、より好ましくは１０～１００質量部を配
合した混合冷媒が挙げられる。
【００６９】
　本発明の冷凍機油は、通常、冷凍空調機器においては上述したような二酸化炭素を含有
する冷媒と混合された冷凍機用流体組成物の形で存在している。この組成物における冷凍
機油と冷媒との配合割合は特に制限されないが、冷媒１００質量部に対して冷凍機油が好
ましくは１～５００質量部、より好ましくは２～４００質量部である。
【００７０】
　本発明の冷凍機油は、その優れた電気特性や低い吸湿性から、往復動式や回転式の密閉
型圧縮機を有するルームエアコン、パッケージエアコン及び冷蔵庫に好ましく用いられる
。また、本発明の冷凍機油は、自動車用エアコンや除湿機、給湯器、冷凍庫、冷凍冷蔵倉
庫、自動販売機、ショーケース、化学プラント等の冷却装置等に好ましく用いられる。さ
らに、本発明の冷凍機油は、遠心式の圧縮機を有するものにも好ましく用いられる。
【実施例】
【００７１】
　以下、実施例及び比較例に基づき本発明を更に具体的に説明するが、本発明は以下の実
施例に何ら限定されるものではない。
【００７２】
［カルボン酸Ａ、Ｂの組成］
　以下の実施例で用いたカルボン酸Ａ（イソステアリン酸８７３、油化産業　コグニス社
製）及びカルボン酸Ｂ（ＰＲＩＳＯＲＩＮＥ　３５０１、ユニケマ社製）の酸組成を表１
に示す。
【００７３】
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【表１】

【００７４】
［実施例１～３４、比較例１～３９、参考例１、２］
　実施例１～３４、比較例１～３９及び参考例１、２においては、それぞれ表２～６に示
すカルボン酸とアルコールとの完全エステルからなる基油を調製した。得られた基油の４
０℃及び１００℃における動粘度を表２～６に併せて示す。
【００７５】
　なお、表２～６中、「アルコール」の欄の「ＰＥＴ」はペンタエリスリトールを、「Ｄ
ｉＰＥＴ」はジペンタエリスリトールを、「混合」はペンタエリスリトールとジペンタエ
リスリトールとの混合物（混合比：８５／１５（モル比））を、それぞれ意味する。また
、表２～６中、「カルボン酸組成」の欄においては、炭素数ｍの直鎖型脂肪酸をｎＣｍ酸
、炭素数ｍの分岐鎖型脂肪酸をｉＣｍ酸として示している。例えば、「ｎＣ５酸」は炭素
数５の直鎖型脂肪酸を意味し、「ｉＣ１４酸」は炭素数１４の分岐鎖型脂肪酸を意味する
。また、同欄中、「２ＥＨ酸」は２－エチルヘキサン酸を意味する。
【００７６】
　次に、実施例１～３４、比較例１～３９及び参考例１、２で得られた基油を冷凍機油と
して用い、以下に示す評価試験を実施した。
【００７７】
　（冷媒相溶性）
　ＪＩＳ－Ｋ－２２１１「冷凍機油」の「冷媒との相溶性試験方法」に基づいて、二酸化
炭素冷媒２ｇに対して冷凍機油を２ｇ配合し、二酸化炭素冷媒と冷凍機油とが０℃におい
て相互に溶解しているかを観察し、「相溶」、「白濁」、「分離」として評価した。得ら
れた結果を表２～表６に示す。
【００７８】
　（冷媒溶解粘度）
　図１に示す装置は、粘度計１、圧力計２、熱電対３及び撹拌子４を備える圧力容器５（
ステンレス製、内容積：２００ｍｌ）と、圧力容器５内の温度を制御するための恒温槽６
と、バルブを備えており流路７を介して圧力容器５と接続されたサンプリングボンベ８と
を備えている。なお、サンプリングボンベ８と流路７とは脱着可能であり、サンプリング
ボンベ８は、測定に際し、真空脱気した後、あるいは二酸化炭素冷媒と冷凍機油との混合
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物を秤取した後でその重量を測定することが可能となっている。また、熱電対３及び恒温
槽６はそれぞれ温度制御手段（図示せず）と電気的に接続されており、熱電対３から温度
制御手段に試料油（又は二酸化炭素冷媒と冷凍機油との混合物）の温度に関するデータ信
号が送られるとともに、温度制御手段から恒温槽６に制御信号が送られて、冷凍機油又は
混合物の温度を制御することが可能となっている。さらに、粘度計１は情報処理装置（図
示せず）と電気的に接続されており、圧力容器５内の液体の粘度に関する測定データが粘
度計１から情報処理装置に送られて、所定の条件下での粘度を測定することが可能となっ
ている。
【００７９】
　本試験においては、先ず、圧力容器５内に冷凍機油１００ｇを入れて容器内を真空脱気
した後、二酸化炭素冷媒を導入し、二酸化炭素冷媒と冷凍機油との混合物を撹拌子４で攪
拌しかつ冷媒を抜きながら４０℃で５ＭＰaになるよう調整した。安定させた後、二酸化
炭素冷媒と冷凍機油との混合物の粘度を測定した。得られた４０℃のおける冷媒溶解粘度
の測定結果を表２～６に示す。
【００８０】
　（電気絶縁性（体積抵抗率））
　ＪＩＳ－Ｃ－２１０１「電気絶縁油試験方法」に基づいて、２５℃における冷凍機油の
体積抵抗率を測定した。得られた結果を表２～６に示す。
【００８１】
　（熱安定性（酸価））
　オートクレーブ中に、冷凍機油９０ｇと二酸化炭素冷媒１０ｇと触媒（鉄、銅、アルミ
の各線）を封入した後、２００℃に加熱して２週間保持した。２週間後の冷凍機油につい
て酸価を測定した。得られた結果を表２～６に示す。
【００８２】
　（潤滑性（摩耗量））
　ＡＳＴＭ Ｄ ２６７０“ＦＡＬＥＸＷＥＡＲ ＴＥＳＴ”に基づいて、冷凍機油の温度
１００℃の条件下で、慣らし運転を１５０ｌｂ荷重の下に１分間行った。次いで、二酸化
炭素冷媒１０Ｌ/ｈを吹き込みながら、２５０ｌｂ荷重の下に２時間試験機を運転し、試
験後のテストジャーナル（ピン）の摩耗量を測定した。得られた結果を表２～６に示す。
【００８３】
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【表２】

【００８４】
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【表３】

【００８５】



(17) JP 5198822 B2 2013.5.15

10

20

30

40

【表４】

【００８６】
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【表５】

 
【００８７】
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【表６】

【００８８】
　表２～表６に示した結果から明らかなように、実施例１～３４の冷凍機油は、二酸化炭
素冷媒と共に用いた場合に、潤滑性、冷媒相溶性、熱安定性、電気絶縁性及び動粘度の全
ての性能がバランスよく優れていることがわかる。特に、実施例１～３４の冷凍機油は、
４０℃における冷媒溶解粘度が同程度である比較例の冷凍機油と比較して、二酸化炭素冷
媒の共存下での潤滑性に優れていることがわかる。
【図面の簡単な説明】
【００８９】
【図１】実施例において使用した冷媒溶解粘度測定装置を示す概略構成図である。
【符号の説明】
【００９０】
　１…粘度計、２…圧力計、３…熱電対、４…攪拌子、５…圧力容器、６…恒温槽、７…
流路、８…サンプリングボンベ。
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